
様式第３号（第６条関係）

令和8年6月●日

　多賀城市長　殿

所 在 地

事 業 所 名

代 表 者 名

１　申込区分

■新規（前年度からの変更ある場合も含む）

□更新（前年度からの変更なし）　　※添付書類は必要ありません。　

２　申込品の情報等

例

例
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添付書類（新規の場合のみ）
（1） 指定返礼品申込品説明書
  ※地場産品基準第３号に該当する場合は(2)・(3)も添付
（2）製造工程等確認表
（3）多賀城市内において申込品の価値の過半が生じていることの証明書

※優先順位順に記載してください。

多賀城ほろよいセット

焼肉セット

日本酒飲み比べセット　720mL×2本

ふるさと・多賀城応援寄附指定返礼品申込書

申込者

　下記の品目をふるさと・多賀城応援寄附に係る指定返礼品として申込みします。
　なお、審査の結果、指定返礼品として選定されないことがあることを了承します。

記

申込
番号

申込品の名称

多賀城市中央●-●-●

●●●酒造株式会社

多賀城　太郎



消費期限： 180 日

賞味期限： 180 日

※１　申込品が複数ある場合は、申込品１つにつき１枚を使用してください。

・■■■純米大吟醸　720ｍL　１本
・▲▲▲純米大吟醸　720ｍL　1本

指定返礼品申込品説明書

１　申込品の名称

フリガナ　　ニホンシュノミクラベセット

日本酒飲み比べセット

２　調達・提供可能時期 ■通年　　　・　□期間限定　　　　月～　　　月

３　内　　容

(例）「特別純米酒　多賀城錦　720ml×2本」

６　原材料の産地（第１号～第３号） □市内　　　■市外　　　□一部市外

７　加工・製造地（第３号）
　　（詳細は製造工程等確認表） ■市内　　　□市外　　　□一部市外

※２　地場産品基準第３号に該当する場合は、申込品ごとに「ふるさと・多賀城応援寄附指定返礼品
    製造工程確認票」及び「多賀城市内において申込品の価値の過半が生じていることの証明書」を
　  提出してください。

申込品写真貼付欄

５　地場産品基準類型
　（選択肢）
　第１号：多賀城市内で生産
　第２号：多賀城市内で原材料を生産
　第３号：多賀城市内で製造・加工
　第４号：近隣の他の市区町村生産品混在
　第５号：多賀城市広報目的のもの
　第６号：地場産品基準1～５の返礼品+附帯品
　第７号：多賀城市内で提供される役務
　第８号：近隣自治体との共同品又は宮城県の
　　　　　地域資源

加工に関する全工程を多賀城市で行ってお
り、工程に寄ってい生じた付加価値が返礼
品の付加価値の半分以上となるため。

発送日から

発送日から

該当理由

第３ 号

４　消費期限又は賞味期限（食品のみ）



セット品の場合は、品物ごとに確認票を作成してください。

既存の製造工程表や、ガントチャートを提出いただける場合は確認票の記入は不要です。
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ふるさと・多賀城応援寄附指定返礼品製造工程確認票

申込品名 日本酒飲み比べセット　720ｍL×２本

セット品
名

■■■純米大吟醸　720ｍL　１本　　▲▲▲純米大吟醸　720ｍL　1本

製造工程

工程 製造・加工者 製造・加工地

精米 ■■■株式会社 多賀城市■■1-2-3

洗米・浸漬 ●●●酒造株式会社 多賀城市●●4-5-6

蒸米 同上 同上

製麹 同上 同上

仕込み・もろみ 同上 同上

上槽・火入れ 同上 同上

貯蔵 同上 同上

調合精製 同上 同上

瓶詰 同上 同上



作成年月日
事業者名：

その他の
算出方法の詳細

その他の
算出方法とする理由

（例） たがもん型クッキー 67% ○ 宮城県多賀城市 3,000 3,000 1,000
1 日本酒飲み比べセット　720ｍL×２本 80% ○ 宮城県多賀城市 1,000 3,000 200
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※１ 区域内において生じた価値の割合の算出にあたって、総務大臣が定める標準的な算出方法を用いた場合は「標準的な算出方法」欄に「○」を記載し、その他の算出方法を用いた場合は「その他の算出方法」欄に「○」を記載
した上で、その算出方法の詳細及びその算出方法とする理由を記載すること。
なお、区域内において生じた価値の割合の標準的な算出方法は、下記のとおりであること。
 算式
  （Ａ−Ｂ）／Ａ
 算式の符号
  Ａ：当該地方団体による返礼品等の調達費用
  Ｂ：当該返礼品等の製造・販売等のために当該地方団体の区域外で生じた費用
※２ 返礼品等の製造・加工が行われた場所について、国内の場合は都道府県名及び市区町村名（例：○○県○○市）、国外の場合は国名を記載すること。
※３ 当該返礼品等を一般消費者に対して販売する際の通常の価格を記載すること。なお、当該返礼品等が非売品である場合には、当該返礼品等の類似製品に係る通常の価格を記載すること。

多賀城市内において申込品の価値の過半が生じていることの証明書（一覧表）

返礼品等の
製造・加工地

※２

地方団体
における
調達費用
（円）
Ａ

一般販売価格
（円）
※３

No. 返礼品等の名称

区域内において
生じた価値の割合

（％）

※自動反映

区域内において生じた価値の割合の算出方法
※１ 当該返礼品の製造・

販売等のために多賀
城市外で生じた費用

（円）
Ｂ

標準的な
算出方法

その他の
算出方法


